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平成２８年度「三重県営スポーツ施設広告掲出」広告主募集要項 

 

１ 広告募集趣旨 

県有財産の有効活用を図るため、三重県営スポーツ施設内に広告（看板）エリアを設

置して、企業・団体等の方々の広告スペースとして活用していただくため、広告主を募

集します。 

 

２ 広告（看板）掲出の内容 

・三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿施設内 

（三重県鈴鹿市御薗町１６６９番地） 

水泳場（プールサイドの壁面、縦約１．５ｍ×横約４ｍの広告枠、１か所） 

体育館（アリーナに面した壁面、縦約１．５ｍ×横約４ｍの広告枠、１か所） 

・お申し込みいただいた方の業種やデザイン等の広告内容について審査を行い、広告主を

決定します。 

※ 施設の概要、広告の設置場所については、「平成２８年度広告媒体資料」をご覧くだ

さい。 

 

３ 広告の掲出期間 

・平成２９年１月１日（予定）から平成３４年１２月３１日までの期間で、掲出初日は

月の１日とし、掲出終了は月の末日とします。 

・平成２８年度については平成２９年１月から平成２９年３月までの３か月間とし、平

成２９年度以降、年度単位（４月から３月までの１２か月間）とします。 

※ 掲出期間内であれば広告物の差替えも可能です。ただし、差替え毎に事前審査が必要

になります。その場合、要領第７条２に規定した広告のデザイン素案を、掲出予定日の

３０日前までに提出してください。 

 

４ 広告掲出料 

・１か所について、１年度（１か年）２５０，０００円（消費税及び地方消費税含む）と

します。 

・ただし、平成２９年１月から平成２９年３月までの広告掲出料は、６２，５００円（消

費税及び地方消費税含む）とします。 

 

５ 掲出できない広告 

次のような広告は掲出できません。 

・法令等に違反するもの又はその恐れのあるもの 

・公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの 
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・人権侵害となるもの又はその恐れのあるもの 

・政治性のあるもの 

・宗教性のあるもの 

・社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの 

・個人の氏名広告 

・当該広告事業の内容を、県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの 

・誇大又は虚偽の恐れのあるもの 

・社会的批判を招く恐れのあるもの 

・教育的又は健康的な配慮が必要なもの 

・青少年の健全育成にとって有害であるもの又はその恐れのあるもの 

・第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの 

・第三者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はその恐れのあるもの 

・このほか、県が掲出する広告として妥当でないと認められるもの 

 

６ 広告掲出の決定方法 

申込みのあった広告について、県が定める三重県広告掲載要綱等関係規程に基づき総

合的に審査し、掲出広告主を決定します。 

（三重県広告掲載要綱第７条第１項の順位） 

① 公共性が高く、かつ県内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの。 

② 県内に事業所等を有するもの。 

③ その他のもの 

 

７ 募集期間及び募集方法 

 平成２８年１０月３１日（月）まで 

三重県庁ホームページ（http://www.pref.mie.lg.jp/）に掲載し、公募します。 

 

８ 申込方法 

三重県営スポーツ施設広告掲出申込書兼誓約書（様式１号）を県ホームページからダ

ウンロードし、必要事項を記入・捺印の上、掲出を希望される広告デザイン図面（作成

中の場合、予定原稿）等資料と併せて持参又は郵送の方法で、募集期間内にお申し込み

ください。 

なお、申込みにかかる一切の費用は申込者の負担となります。 

（提出書類） 

・三重県営スポーツ施設広告掲出申込書兼誓約書（様式第１号） １部 

・（審査用）広告デザイン資料 ２部（及び電子データ １部） 

・（審査用）申込者の活動概要が分かる資料（パンレットやホームページ掲載内容、
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又は任意の印刷物） ２部 

 

９ 広告関係規程 

・三重県広告掲載要綱 

・三重県営スポーツ施設広告掲出要領 

・三重県営スポーツ施設広告掲出基準 

 

１０ 掲出（不掲出）決定から掲出までの手続き 

(1)広告の掲出（不掲出）を県が決定した後、「三重県営スポーツ施設広告掲出（又は不

掲出）決定通知書（様式第２号）」をお送りします。 

(2)掲出決定通知書が届きましたら、別途お知らせする期日までに「三重県営スポーツ

施設広告掲出承諾書（様式第３号）」を提出してください。 

(3)申込み時に提出された予定原稿に変更があった場合は、確定稿を速やかに提出して

ください。 

(4)掲出料金は、別途、県が発行する納入通知書によりお支払いください。（年度単位、

前納となります。） 

(5)掲出作業は、事前に県と協議のうえ、広告主が行ってください。 

 掲出にあたっては、三重県営スポーツ施設広告掲出要領第 4条にご留意ください。 

 

１１ その他 

・広告作成費用、掲出及び撤去に係る費用は広告主の負担となります。 

・広告掲出期間内に広告の破損等が生じた場合は、原則として広告主の負担において原状

回復していただきます。 

・「三重県営スポーツ施設広告掲出要領」第 10条第 1項（広告掲出料の返還）の規定によ

る月割計算を行う場合、１か月分を２０，０００円（消費税及び地方消費税含む）とし

ます。 

 

１２ 申込み及び問合せ先 

〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３番地 

三重県地域連携部スポーツ推進局国体準備課施設管理班 

電 話 ０５９－２２４－２９８５ 

ＦＡＸ ０５９－２２４－３０２２ 

電子メール kokutai@pref.mie.jp 

※件名に「県営スポーツ施設広告掲出」と明記してください。 


